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平成18年９月11日（月） 

                                       

○議長（上田順康君）順番５、５番 岩田君。 

〔５番（岩田弘彦朗君）登壇〕 

○５番（岩田弘彦君）皆さん、こんにちは。

一般質問に入らせていただきます。質問内容

は２項目です。 

 まず最初に、最近テレビ、新聞等でも非常

な不安感を起こしていると思うんです。介護

難民とか医療難民とかいう言葉が出てきてお

ります。市民の皆さんからもよく聞くんです

が、介護保険料金が今、上がったと。上がっ

た中で、今度は介護難民とか医療難民とかと

いう言葉がテレビでよう言うとると。ほんな

ら料金は上がったのに難民が出るんかいと。

詳しいことは難しいのでなかなかわかってい

ないんですけども、一体どうなってんのよと

いうところが結構ありましたので、まず１番

目、介護保険制度・医療制度の改革と橋本市

の現状について。 

 ①本市において、今回の介護保険制度・医

療制度の改革をどのように受けとめているの

か。 

 ②今年６月に国会で承認された医療制度改

革は、本市が今年３月に策定した高齢者保健

福祉計画及び介護保険事業計画（平成18年か

ら20年度）等に考慮されているのか。 

 ③長期入院ができる医療療養病床・介護療

養病床が大幅に削減（約６割削減）される方

針が盛り込まれている。しかし、その受け皿

は整っていないのが全国的な実情であり、こ

のままでは多くの高齢者が行き場を失い、い

わゆる医療・介護難民の問題が心配されてい

る。本市の現状はどうなのか。またどのよう

に考えているのか。 

 ④本市において一般高齢者世帯の構成比が、

ひとり暮らし、夫婦のみ、高齢者のみで

約53.6％を占めている状況です。受け皿とさ

れている特養・老健施設や有料老人ホーム、

ケアハウスなど居住系の施設への転換につい

てはどう考えているのか。また、在宅医療・

在宅療養についてはどう考えているのか。新

たな在宅療養支援診療所について本市はどう

考えているのか。 

 これがまず１項目めの質問でございます。 

 ２項目め、少子化対策の一環として、まち

づくりボランティア活動を機会とする男女の

出会い事業にモデル事業として取り組んでは

どうか。 

 現在、政府が年内に公表する人口推計のあ

り方をめぐり議論が山場を迎えていると思い

ます。国立社会保障・人口問題研究所の中位

推計では、３期連続どんどん下方修正をした

にもかかわらず現実に追いつかず、平成17年

全国平均の合計特殊出生率、１人の女性が生

涯に産む子どもの平均数の推計値は、1.31の

予想のはずが、さらに低い1.25だった。その

要因として、晩婚による晩産化に加え、女性

の未婚化の急速な進展などの予想の甘さが今、

指摘されています。 

 また、このような状況の中でも、全国で唯

一出生率が上昇した福井県があります。出生

率に関係ありそうな指数19項目のうち、他に

比べて指数が高い項目として、共働き率、65

歳以上の親族のいる世帯割合、またボランテ

ィア活動の年間行動者比率などが目立ってい

るそうです。晩婚・未婚についてはいろいろ

な社会・経済要因が考えられますが、本市に

おいて少子高齢化の進展や青年団活動をはじ

め、地域における独身男女の青年活動の低下

などが影響し、地元に青年交流につながる健

全な出会い、触れ合いの機会自体が少なくな
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っていると考えます。 

 全国で唯一出生率が上昇した福井県の３大

要因の一つとされているボランティア活動の

年間行動者比率の高さを踏まえた上で、青年

相互の交流と社会参画を促進し、さまざまな

個性や価値観が触れ合う場、男女がともに生

き、未来を夢見、語り合う場などを創出する

ため、青年自らが企画・運営するまちづくり

ボランティア活動を機会とする青年男女の健

全な出会い創出事業にモデル事業として取り

組んではどうでしょうか。 

 以上、１回目の質問を終わらせていただき

ます。ご答弁よろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）岩田議員のご質問にお

答えをいたします。 

 男女の出会い事業についてでございますが、

少子化対策については、国や地方自治体がさ

まざまな施策を立ち上げ取り組んでございま

すが、既に結婚している家庭を対象にしたも

のが多く、根本的な解決には至っていないの

が現状であります。少子化の原因はいろいろ

ございますけれども、その一つとして、合計

特殊出生率の低下があります。これは若者の

晩婚化、非婚化が主たる原因と言われており、

その対策として結婚希望者の相談に応じる結

婚相談員制度を設けている自治体や、ボラン

ティア活動やスポーツ活動などを通じて男女

の出会いの機会を創出する事業を実施してい

る自治体などがございます。 

 しかし、一方では、結婚は個人の問題であ

り、行政がかかわるべきでないという意見も

ございます。世界に目を向けてみますと、出

生率の高い国は、必ずしも子育て環境が整い、

財政支援が充実しているわけでもなく、子ど

もは天からの授かり物という素朴な価値観が

あるからと言われております。また、男女の

出会いの場を行政が設けているわけでもあり

ません。 

 議員ご提案の男女の出会い事業については、

その趣旨は大変すばらしいものでございます。

しかし、行政が主導して実施するかについて

は、今後なお検討課題とさせていただきたい

と思いますので、ご理解のほどお願い申し上

げます。 

 なお、残余の件につきましては、担当参与

よりお答えをいたします。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）今回の介護保

険制度の改正は、この制度の持続可能性を高

めるために不可欠なものであったと考えてお

ります。高齢化が進む中、今までの制度運営

では給付費の伸びを緩和することができませ

んでした。今回の改正では、まず介護予防の

重視が掲げられます。要支援１、要支援２の

方の利用を予防給付として地域包括支援セン

ターが管理することにより、給付費の適正化

を図りました。また、施設給付費の見直しを

行い、居住費、食費を給付対象から外すこと

により、居宅サービス費とのバランスを図り

ました。そして、保険料段階の細分化を行う

ことにより、収入に見合った保険料に改正い

たしました。全体として必要な改正であった

と評価しております。 

 次に、６月に国会で承認された医療制度改

革と本市が３月に策定した高齢者保健福祉計

画及び介護保険事業計画との関係であります

が、その計画に医療制度改革は考慮されてお

りません。これは療養病床の再編を国が昨

年12月に急に打ち出したためであり、全国的

に同じ状況であると考えております。 

 次に、療養型病床の問題でありますが、今
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度の医療制度改革で、現行医療型25万床、介

護型13万床、合計38万床の療養病床を2012年

度までに介護型は全廃、医療型は15万床に削

減することが決まりました。これは医療の必

要度が高い方は15万床で対応でき、残りの方

は社会的入院であり、必要のかさむ療養型か

ら出ていただくという考えであります。国は

減らした床数のうち、老人保健施設への転換

で15万人から17万人、有料老人ホームやケア

ハウスへの転換、在宅で６万人から８万人と

見込んでおります。 

 本市の現状を説明いたしますと、療養型の

床数は、介護保険適用で10床、医療保険適用

で89床です。この３月及び７月に療養型病床

から一般病床へ110床の転換が行われており

ます。本市といたしましては、介護保険施設

等への転換は、この第３期介護保険事業計画

に盛り込んでおりませんので、平成21年度か

らの第４期介護保険事業計画に必要であれば

盛り込んでいきたいと考えています。 

 厚生労働大臣も国会の答弁で、今期の途中

で見直すつもりはない、来期は転換の進み具

合などを踏まえた上で算定すると説明してお

ります。また、厚生労働省は、この問題に対

処するため、７月に療養病床転換推進室を設

置し、平成18年度を目途に地域ケア整備指針

を策定することとしております。 

 この制度改正は、すぐにすべてが実行され

るものではないため、すぐに利用者の皆さん

の行き場がないという事態になるものではあ

りませんが、実態として医療療養型の医療報

酬の削減が既に実施され、複数の医療法人か

ら介護保険適用の療養型に転換できないか、

老人保健施設に転換できないか問い合わせが

あります。介護保険は介護保険事業計画によ

り皆さま方から保険料をいただいております

ので、計画に反して施設の整備を図ることは

できません。この第３期介護保険事業計画で

も、特に保険料の値上げ幅を勘案し、施設等

の整備を凍結いたしました。しかし、一方、

利用者が医療・介護難民となるのは当然あっ

てはならないことであります。市としては、

このことに関する苦情はあまり聞いておりま

せんが、重要な問題であるとの認識は持って

おります。現状では確かなことは申し上げら

れませんが、今後の転換は非常に悩ましい問

題と考えております。 

 次に、在宅医療及び在宅療養支援診療所に

関するおただしについてお答えいたします。

在宅医療につきましては、和歌山県保健医療

計画に基づいて、在宅医療の担い手であるか

かりつけ医の普及に努めるとともに、訪問看

護ステーションや地域包括支援センター及び

在宅介護支援センターを通じて、在宅介護を

行う家族への支援体制の充実に努めておりま

す。また、在宅医療を行う診療所の中でも、24

時間対応できる中核的な役割を担う施設とし

て、国は在宅医療支援診療所を創設しました。

平成18年９月１日現在、和歌山県内で在宅医

療支援診療所の届け出が112件あり、伊都郡を

含む橋本市医療圏においては15件で、このう

ち橋本市内の診療所は12件と伺っております。

届け出数に対し、在宅医療支援診療所がカバ

ーする患者数について明らかになっておりま

せんし、診療所数12件という数値が人口比か

ら考えて適正な数値かどうか、現時点で判断

できませんが、今後、利用実績等の動向に注

意してまいります。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）５番、再質問あります

か。 

 ５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）大項目の１番のほうか

らいかせていただきたいと思います。①のほ

うは受けとめ方の話ですので、要は医療の必

要度の高い方の病床はおいておきますけども、
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低い方は医療保険やなくて介護保険のほうで

適用させていくということで、病床を変えて

いくということですので、簡単に言えば両方

を合わすトータルコストは低くなりますよと

いうお話やと思うんです。保険料を削減した

いというのは国の実際のところやと思うんで

す。それは１番のほうで理解できたんですけ

ども、２番のほうなんですけども、一番心配

なのは、されていませんということなんで、

計画を見てますと、ここ３年間はその受け皿

をつくる許可は出さないということになりま

すよね。そうしますと、途中の見直しもしな

いと。その計画書だけ見ただけでも、介護療

養型医療施設の利用者数を18、19、20年度と

見て、20年度で52人見込んでいると計画書に

は書いてあるんだけど、これがなくなるとい

うことなんですよね。この52人の人は一体ど

こへ行くんでしょうか。それについて教えて

ください。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）療養型のベッ

ド数のことにつきましては、昨年12月、国か

ら急に方針が打ち出されたもので、全国18年

度、介護保険事業計画を策定しておりますけ

れども、どの自治体についても昨年の12月で

計画の中へ盛り込むことには間に合わないと

いうことで、計画に反映されていないのが実

情です。いきなり療養型が削減されたり介護

のほうがなくなるということで、当然影響が

出る方はかなりおると思います。ただ、いっ

ときにこの３年間で影響が出るかといえば、

そういうことではありません。かといって、

介護難民が出ないんかということも、出ない

とは言えませんけれども、それは先ほどの答

弁でも厚生労働大臣のご答弁を紹介させてい

ただきましたけれども、平成18年度内で改め

て地域ケア整備指針を策定することとしてお

ります。これらの実情ですとか、本市のいよ

いよ介護難民が生じているのかどうか実態を

見ながら、次の第４期計画に橋本市なりの考

え方を盛り込んでいきたい、そう考えており

ます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）私も酷な質問やなと思

いながら質問させてもうてます。なぜかとい

うたら非常に心配なんですよ。介護保険料が

上がって橋本市に介護難民が出たと。どない

なってんのよというしわ寄せが直接、これは

国が思い切って変えていったことなんで、市

町村では今のところどないも対応できないと

いうところもあるとは思うんですが、それで

もやっぱり橋本市民を守るのは私たちの仕事

でございますので、朝からもあったんだけど

も、地方分権というのはそういうことやと思

います。うちの市民が困っているんやったら、

国が何と言おうが市から反対に、ちょっとこ

れ、はよしてくれよというぐらいのことを言

うていくべきやというつもりで質問させてい

ただいております。 

 今のこともわかるんですけども、僕はこれ

は先手を打って質問させてもらっていると思

うんですよ。だから、今後この３年間受け皿

がない状態で出てくる不安がすごく僕とした

らあるんです。現実に出てから対処するんじ

ゃ遅いと思うんで、出る前にどないか対処し

てほしい。ですので、一番言いたいのは、介

護に関しては市町村ですけども、医療に関し

ては県やと。この計画を立てるときに、役所

の中でも医療を担当している者と介護を担当

している者と市民病院を担当している者と、

いろいろな部署があると思うんですけども、

今後の状況を、一番今、改革の時期で被害を

受けるのは市民ですので、その辺は介護保険

策定の修正をするなり、途中で見直しはでき

ないかもわかりませんけども、その範囲でで

きるようなことがあればどんどん先手を打っ
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て検討をすることをしていただきたいという

ことで、今やったら縦割りの弊害が出そうな

気がするんで、その辺、部長が皆さんを集め

て、今、橋本市の状況はどうなのか、現状ど

うなのか、介護難民は出てないのかというア

ンテナをかなり張らないとと思いますので、

これについてはもう仕方ないこと、３年間の

ずれが生じてしまったのは国の責任というの

は私も思っておりますので、これについては

責めませんが、その辺のほうをよろしくお願

いしたいということで、決意を込めて答弁を

ひとつよろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）介護保険事業

計画につきましては、保険者の皆さまの保険

料をいただいて運営しております。ですから、

３年間の需要予測、あるいは保険者の動向を

勘案して介護保険料を決めております。です

から、途中で事業計画をいじるということは、

介護保険料の率にまともにはね返ってくるよ

うな仕組みになっておりまして、３年の期の

途中で事業計画を変更するというのは非常に

悩ましく難しいことかなと思っております。 

 ただ、介護難民が出てこないということは、

出てくる可能性のほうが強いと思います。こ

のことにつきましては、今回の介護保険制度

の改正で、地域支援事業というのが新たに整

備されました。そこで根本的な解決につなが

るかどうかわかりませんけれども、小規模多

機能居宅介護事業所とか、そういう制度も新

しく設けられましたので、とりあえず当面の

つなぎには活用できるのではないか、そう考

えております。ご理解のほどよろしくお願い

します。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）そしたら、さっきも言

うた、本当に常時、橋本市の状況をここ３年

間は目を光らせて、言うていくところは県に

しっかり言うていってください。よろしくお

願いします。 

 ３番にいきます。先ほど療養床のほうが10

床と89床が一般病床のほうに転換されている

ということなんで、もうこのこと自体が、一

般病床になると市民病院がそうですね。一般

病床やったら早く出さんなんと。療養床の特

徴といったら長くおれるということですね。

ということで、一般病床に変わっていくとい

うことは、長くいれないベッドに変わってい

ったと。長くいれないベッドに変わったんだ

けども、現実の話として、もう一般病床は110

床になっているわけでしょう、橋本市医療圏

で。ということは、長くはおれないわけです

ね。１カ月ぐらいで転々としていくか。だか

ら、僕の言うてんのは、今後増えた人と違っ

て、今もう既に在宅では無理だから療養床で

お世話になっている人がいなく、受け皿がほ

んまに現状、今ないのと違うかなと。だから、

一般病床と療養床の違いといえばそこですか

らね。まあ言うたら、ほかの全国の事例でも

あるんですけども、７月に医療報酬が思いっ

きり下げられたんで経営が成り立たないんで

すよ。療養床を３段階に分けて、軽い医療を

必要とする人を預かったんでは、はっきり言

うたら疲労とかたん吸引やったと思うんです

けども、その辺の人を預かったんじゃ、もう

経営が成り立たないわけですよ。国はそう思

い込んでおるわけですわ。今までの半分ぐら

いの医療報酬にしとるわけですわ。そしたら、

一般病床のほうに転換していくと、長くいれ

ないと。ほんなら、これから入る人というよ

りも、今現実にそこでおる人というのがどう

なるのだろうという、僕もそれ以上詳しいこ

とはなかなか専門家でもないんでわからない

んですけども、その人はどないなるんやろう

と。それが３年間、次の受け皿がないわけで

すよね。もう今から始まってるのに、どない
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するんやろうというのがすごくあるんです。 

 だから、次の４番とももう組み合わせで質

問という形にしてほしいんですけども、ひと

り暮らし、夫婦のみ、高齢者のみの世代

が53.6％あって、医療の度合いは低いかもわ

かりませんけども、医療行為が必要な人を在

宅で面倒見る体制はとっておりますが、実際

に面倒を見られる方が在宅で面倒を見られる

んかなというたら、今まで面倒見れなかった

からそこで預かってもうとったのに、それが

在宅に帰れというわけにも、それは過酷な話

と思いますので、その辺はちょっと無理があ

るんではないかと、そのように思います。今

の話を聞いていると、在宅の体制はできてま

すよ。ところが、その人はほんまにできるん

かなと。そういう事例が全国でもいろいろと

今、出てきかけておりますので、その辺につ

いて、これはほんまに突拍子もないことやっ

たら、専門知識なしでとんでもない質問やな

と言われたら悪いんですが、今、市民病院は50

床あいているわけですよね。そこで一般病床、

民間の病院やったらもう採算が合えへんから、

受け入れを断る人とか退院してくださいとか、

どっちかいうたら経営のことを考えたら早く

出ていってください状態になると思うんです

よ。でも、同じ一般病床でも市民病院ですの

で、それは市民のための市民病院やさかいに、

そこでどないか工夫して、たとえ50床だけで

もセーフティーネット的に受け取る工夫がで

けへんのかなと。そこの部分で経営上赤にな

ったとしてでも、市民の皆さんのためやった

ら、僕は一般財源から、そのちょっとの間の

期間、転換がスムーズにいく間、補填しても、

それは市民は許してくれると思うんですよ。

だから、国・県は思い切ったことをするけど

も、橋本市は橋本市民を守るんやということ

で、市民病院で思い切って対応しますという、

それが地方分権なんじゃないかなという気が

するんですけども、そんなことは市民病院で

は無理なんでしょうか。 

○議長（上田順康君）病院長。 

○病院長（青木洋三君）今、岩田議員からご

質問ありましたが、関連したことでございま

すけれども、実は市民病院では今年度の診療

報酬の改定に伴いまして、急性期ということ

で運営させていただいておりますけれども、

新しい医療保険上で急性期病床の病院が持っ

ている病床の１割を超えない程度で急性期病

床をつくることができると、こういう制度が

できました。現在、私どもは16床、このベッ

ドを使っておりますけれども、これをより有

効に使うために、現在ワーキンググループを

つくりまして、増床するなり、あるいは必要

でなかったら減少するなり、いろいろ検討す

るグループをつくって活動中でございます。 

 この急性期病床といいますのは、これは文

字通り急性期を出した患者さんにつきまして、

なお密度の高い医療を有する患者さん、ある

いは在宅復帰支援機能を持たせるための患者

さんを収容すると、こういうことが大まかに

決められておりますので、私たち急性期をめ

ざす医療施設といたしましては、急性期病床

をいかに上手に運用するかと、これについて

検討いたしたいと思います。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）もう一つ市民病院に聞

きたかったことがあったんですけれども、市

民病院は今、ある程度の日数が来ますと、急

性期医療が終わって在宅に帰れない人に対し

ては、次の受け皿を紹介してますよね。その

受け皿になっておったのも、医療の療養床が

多かったように私は思うんですけども、それ

もなくなっていくことになりますよね。その

受け皿が今はあるかわかりませんけども、こ

の３年間の間に細っていく可能性が高いと思

うんですよ。それも含めた上で、それはきち
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んと経営だけを考えてルールだけを考えたら、

言葉は悪いですけども、白か黒かどっちかと

いうたら、どっちかになるかわからへんけど

も、その間、市民のためにどないか工夫する

という方法を、今の方法でも詳しいことはわ

かりませんでしたが、あまりにも難しかった

んであれですけども、そこで工夫していただ

きたいと。何が何でも私は医療難民を出して

いただきたくないんで、必死な訴えでござい

ますので、ひとつよろしくお願いします。 

 これの総括ということで、一番やってほし

いのは、県、医師会、保健所、橋本市の医療

に関係する担当者、市民病院、介護を担当す

る者、それがしっかりと橋本市の現状をこれ

から３年間見て、連携をとって橋本市流のセ

ーフティーネットを張ってでも介護難民を橋

本市は出せへんぞという努力をしていただき

たい。これは最後に市長に答弁よろしくお願

いいたします。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）ただ今、岩田議員から

のご質問にお答えをいたしたいと思います。

非常にこうした高齢化時代の到来という中に

ありまして、本市としても他の市町村とほと

んど差はございません。本当に厳しい、難し

いと考えておるわけでございますけれども、

そうした関係機関、総力を挙げて、病院も含

め市が中心となって、そして県、国の力添え

もいただいて、本当に住んでよかったなとい

う地域づくりのために、ひとつ精いっぱいみ

んなが力を合わせて努力してまいりたいと思

いますので、よろしくお願いをいたしたいと

思います。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）そしたら、１番目の質

問について、市長、よろしくお願いします。 

 そしたら、次に２番目の大項目、２番目の

質問にいかせていただきます。発展途上国の

お話を聞かせていただいたり、個人の問題で

あるとか行政の指導であるとかという答弁が

返ってくるやろなとは思っていました。紹介

させてほしいのは、先ほども言わせてもらい

ましたけど、全国で唯一出生率が上昇した福

井県があるんですよ。そこの福井市はこれを

やってるんですね。いろんなことはあるんで

すけども、一番大事にしているのは青年相互

の交流の機会というか、純粋な独身男女の交

流の機会がほんまになくなっとるぞと。市長

も経験があると思うんですけど、僕らも地域

でいうたら青年団の最後ぐらいなんですわ。

青年団活動というのは地域地域で成り立っと

ったわけですよ。ところが、子どもがほんま

に少なくなってきたのもあるんですけども、

ほんまに最近、僕らもボランティア活動もよ

うやらせてもうとるんですけども、結婚した

者がボランティア活動をやっとるというパタ

ーンがすごく多くて、ほんまに独身の男女が

青年団活動、よきし頃の場がないんではない

か。大阪へ行ったら何ぼでもありますよ。で

も、出会い系サイトとか不純なやつはいっぱ

いあるかわからへんけども、突然のきっかけ

はあるかわからへんけど、僕は一番大事なの

は、福井県の例を見て、地域に参画している

率が高いというのがえらい気になるわけです

よ、出生率上がるのに。その点から言わせて

もうたら、地元にその機会があると。その機

会も意味ある機会でないとあかんわけですよ。

まあ言うたら、ちょっと自分らの住んどるま

ちのためになっとるなということをして、あ

と女性がおったらええな、男性がおったらえ

えなということで、後で盛り上がっていく。

要は僕らもボランティア活動をやっていてわ

かるんですが、ある程度その達成感、みんな

で共通できる達成感は何なのよということに

なってきますと、やっぱり自分が住んどるま
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ちがええようになったほうがみんなええやろ、

そういう単純なきっかけやと思うんです。 

 私の提案は、これは両方がかなう提案ちゃ

うかなというふうに思うわけですよ。だから、

きっかけはそのボランティア活動、市長が今、

花を植えるとかということをやっていただい

ていて、国城山へ登ったりもしているわけで

すよ。ごみを拾いながらハイキングして、後

でパーティーしようよとかという中でも、た

だ一緒にごみを拾ったという、こういうきっ

かけの中に後でパーティーをするとかという、

その中で健全な僕は出会いやと思います。そ

んな中で、私もボランティア活動している中

で、実体験として、その中で結婚した例をも

う何組も見ているわけですよ。披露宴にも呼

ばれて行っております。「子どもは３人」とい

う合言葉でやってるんですけども、そういう

機会がやっぱり少なくなっていっていると。

地域地域で少なくなっていったんやったら、

全市的な中でこのきっかけをつくってあげる

というのも行政の仕事やないかと。 

 ただ、行政主導でやったらだめなんです。

さっきも言わせてもうたように、実行委員も

独身の男女を募集して、その人らの企画の中

でやっていくというやり方をするのが一番え

えみたいなんです。それを実際にやっている

のは富山市のが一番僕の意見に近いと思った

んで、これを一応富山市の市民生活部男女参

画ボランティア課をやっているんです。ちな

みに富山市は、16年度出生率でいいます

と1.37、和歌山県は1.28、このときの全国平

均は1.29です。和歌山県は全国平均より低い

わけです。富山県はそれよりも高いわけです

ね。その富山市の例を言わせてもらいます

と、15年度に実施して定員80人に対して応募

者が189人いました。平成16年に募集しまして、

定員180人に対して応募者340人、平成17年度

定員200人に対して応募者300人、平成18年度、

今１回目が終わりましたけども、定員160人に

対して応募者491人ということです。それで参

加者のアンケートの結果を聞くと、市が関与

する事業なので、安全・安心・健全であると

思って来ましたと。だから今、出会い系サイ

トとか変な出会いの場所があるんで、市が関

与していただくと私らは安心できます。それ

と、民間の企画と違い、不当な価格でないと

いう、もちろん自分の分は参加料払ってもら

うんですよ。で、安価であるという評価があ

ると。 

 もう一つ言いたいのは、今、行政評価とい

うのをようやっていると思うんですけども、

これは塚本さんの好きなやつですね。ここの

市、行政評価もちゃんとやりまして、そして

パブリックコメントもやっているわけですよ。

そこの行政評価のほうも調べさせていただき

ました。私が提案する以上は、それなりの成

果があることなのかということをしないと、

議員ですので思いつきで質問できませんので、

これの評価を言わせていただきますと、青年

の部分で四つの事業をやっとるみたいです。

市民海外派遣事業、総合評価Ｃ。Ａはとても

良い、Ｂはそこそこ良い、Ｃは普通というこ

とです。市民海外派遣事業、評価Ｃ。成人式

の開催事業、評価Ｂ。青年会議開催事業、評

価Ｃ。青年男女の出会い創出事業、評価Ａ、

ラージＡです。ということは、成人式よりも

市民に評価されとるということですよね。こ

ういう実例もあるということで。だから、そ

れらを踏まえても、そして、もう一つあるの

は、今、人口推計のやつをやってるんですけ

ども、その中で、普通欧米の多くの国では、

ある程度出生率が下がったとしても、底を打

って反転すると予想していた。しかし、その

予想を大きく外れて、日本では反転しないと

いうのが載っているわけですよ。だから、発

展途上国とか個人の問題とかという話はよう
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わかります。でも、それでは回復しなかった

んでしょう、この資料を見てみると。日本の

場合は、ほかのことが影響して。それやった

ら、僕はちょっとでも評価のあるいい事業で

あるんであれば、挑戦的にでもモデル事業と

してやっていくべきと私は思うんです。 

 それとモデル事業として実施した場合の予

算も試算してみました。いろいろあるんです。

富山市、福井市、高岡市、茨木県、山口県、

佐賀県の各地域など、総合して必要な予算を

試算してみると、これは企画も実行委員さん

もみんな一般公募して、独身男女の皆さんに

やってもらって、そのお世話をするのも皆ボ

ランティアでやるわけですよ。中には市の職

員さんが入ってボランティアでやっている、

これは市長のおっしゃっているところやと思

う。すばらしいと思うんですけど、無報酬な

んです。それでやるもんですので、予算の予

想額としましては、だいたい50万円から70万

円。50万円から70万円の予算を組んで、この

総合評価ランクＡとされている一応事業をや

れるということは、費用対効果から見てもま

ちのためにはすごくいいんじゃないかと。 

 ここまで言わせていただいたんで、できま

したらもうすぐにでもやっていただきたいな

と。次に同僚議員の方も少子化のお話があり

ますけど、うちはほんまに出生率かなり低い

んですよ。ちょっとでもいいなと思うんやっ

たらやるべきで、もしやらんでええというん

やったら、検討しますという答えが一番よう

返ってくると思うんです。これ以上、何を検

討するか教えてくださいよ。 

 以上で決意をお願いします。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）先ほどから全国事例の

福井市、富山市、それぞれ先進地域の市の取

り組みの現状ということをいろいろ聞かせて

いただきました。大変参考とさせていただき

ました。また、昔の話も少し出ておりました

が、岩田議員より私は大分先輩であります。

かつては橋本市の青年団、あるいは青年学級

を中心的にさせていただいて、余計な話でご

ざいますけども、当時の塙坂治郎五郎団長さ

んを中心に、先ほどから和歌浦のほうへ１泊

泊まりで行ってきたり、あるいは串本でキャ

ンプファイアをして、夜さり火が消えてくる

と男女のいろいろな話し合いですね。そうい

うのが頼もしい。今、先ほどからも50年前の

ことを振り返っておるわけでありますけど、

高野山でも泊まり込みで研修。男女のそうい

う出会い事業というのは、日帰りはあきませ

んな。だいたい１泊泊まりで長く時間をとっ

て、いろいろ交流し合う。そして、あの当時

はフォークダンスでしたかな。間違っておっ

たらお許しいただきたいんですが、これがも

う橋本市から串本のキャンプファイア、300

人ぐらい行くんですよ。あれぐらい人がおっ

たんかなというぐらいの記憶があるんですが、

そういうことで、私が今、最近考えとるのは、

この間からの非常に立派なやっちょん祭なん

か、これはもう元気そのもの。若い一番小さ

い方は４歳で、４歳の方はちょっと小さ過ぎ

ますけども、すばらしい踊りを見せていただ

いて、元気づくり、ああいう男の方も女の方

もまじってやるわけですけども、あるいはヘ

ラブナの釣り大会も見せていただいたら、大

分女性もだんだん増えてきたんで、ヘラブナ

を釣るのも一つのあれですが、もう一つのそ

ういう釣り方もあるでしょうし、いろいろと

考えておるわけでございますけども、そうい

う機会を得られるような事業、これをひとつ

できるだけ早く組み立ててしていくことが大

事ではなかろうかな。 

 あるいは秋祭りなんかも紀の川祭、やっち

ょん祭、高野口のカッパ祭なんかでも非常に
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意義があるわけで、あのカッパ祭なんかも私

は初めて見させていただいたんですが、何万

人と来とるんですよ。そして見たら、最年長

者は私や。皆若い。20歳から30歳の方ばっか

りですね。ああいうのは予算の関係もあるん

で、市はあまり再々はできませんけども、あ

あいう夏祭りもすばらしいもんだなと。ほか

にもたくさん秋の祭りから盆踊りも市の職員

が大勢参画いただいて、リーダーシップをと

っていただいておるのも非常に価値があると

私は感謝しとるわけでありますが、さらにで

きれば近畿圏の中で橋本市というのはうちだ

けしかございませんけれども、何かを見出し

て、一つの市と姉妹都市とか友好都市のよう

な形のものを結んで、そして若い層を対象に

交流をしていく、そういう道も今後広げてい

くべきではなかろうかな。そういうことで、

あれこれまた一つ適切なアイデアをいつかの

機会にまとめて出してまいりたいと思います

ので、議会の皆さんのご理解とご協力をお願

い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）楽しいお話いろいろあ

りがとうございました。前向きに検討してい

ただけるということで理解させていただいて、

市長も青年団活動をやられているということ

ですので、気持ちはよくわかっていただける

と思いますので、きっと来年には一般募集を

していただける、公募をしていただけるもの

と解しまして、私の質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（上田順康君）これをもって、５番 岩

田君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時45分まで休憩いたします。 

（午後２時30分 休憩） 
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